
伊方発電所 原子炉施設保安規定変更認可申請について（５／１１）

第299条（放射性固体廃棄物の管理）について
廃⽌措置計画の変更に伴い、強酸ドレンポンプを廃⽌するため、⼈の⼿を介して直接ドラム⽸に廃液
を投⼊する運⽤に変更する。

変更前 変更後
第299条
（中略）
（２）強酸ドレン等は，放射線・化学管理課⻑が固化装置でドラム⽸に

固型化し，廃棄物庫に保管する。

第299条
（中略）
（２）強酸ドレン等は，放射線・化学管理課⻑が⼈⼒にてドラム⽸に

固型化し，廃棄物庫に保管する。

5

強酸ドレンポンプを廃⽌

︓運⽤変更箇所

放射化学室※２

（中和処理⇒シンク）
強酸

ドレンタンク※１
強酸

ドレンポンプ※１

変更前

１，２号炉
強酸ドレン等

固化装置※２

ドラム⽸

放射化学室※２

（中和処理⇒シンク）
強酸

ドレンタンク※１
強酸

ドレンポンプ※３

変更後

１，２号炉
強酸ドレン等

固化装置※２

ドラム⽸

耐薬品性の運搬⽤密閉容器を⽤い、
⼈の⼿によりドラム⽸に強酸ドレンを投⼊

※１その他⾃ら定める設備
※２性能維持施設
※３施設管理対象外

安全性への影響について
• 強酸ドレンタンクからの抜き取り時や運搬時には耐薬品性の運搬⽤密閉容器を⽤いて漏えい防⽌を図るとと
もに、フェイスシールド等を着⽤し汚染防⽌策を講じることなどから、放射線防護（放射線障害防⽌）の観
点より安全性に問題なく、実⽤炉規則第９０条および技術基準規則第３９条の要求事項を満⾜している。

固化装置は濃縮廃液及び使⽤済樹
脂の固化で使⽤する可能性がある
ため、性能維持施設のままである。

真空ポンプによりドラム⽸
内を真空とし廃液を吸引する。
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